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(57)【要約】
【課題】予測した結果が次のみでなく今後の移動位置と
してのどの目的地に移動しようとしているかを予想し提
示することができる追跡情報提供システム等を提供する
こと。
【解決手段】情報管理提供装置に、携帯通信装置から送
信された該装置の現時点での位置の位置情報を受信する
ステップと、受信した位置情報を位置情報蓄積装置に蓄
積するステップと、情報表示装置からの追跡情報請求が
あった際に、蓄積した位置情報を位置情報蓄積装置から
取り出し分析するステップを実行させ、該分析するステ
ップでは過去の移動位置の履歴と比較して類似する過去
履歴を分析し、過去の類似する位置履歴を抽出させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯通信装置は、現時点での位置を取得する位置情報取得手段と、取得した位置情報を
情報管理提供装置に送信する情報送信手段を備え、
　情報管理提供装置は、前記携帯通信装置から送信された位置情報を受信する情報受信手
段と、受信した位置情報を位置情報蓄積装置に蓄積する情報蓄積手段と、情報表示装置か
らの追跡情報請求があった際に、蓄積した位置情報を位置情報蓄積装置から取り出し分析
する情報分析手段を備え、該情報分析手段は過去の移動位置の履歴と比較して類似する過
去履歴を分析し、過去の類似する位置履歴を抽出することを特徴とする追跡情報提供シス
テム。
【請求項２】
　前記情報管理提供装置はさらに、前記情報分析手段にて分析した情報を情報表示装置に
提供する情報提供手段を備えることを特徴とする請求項１記載の追跡情報提供システム。
【請求項３】
　携帯通信装置が、現時点での位置を取得する位置情報取得ステップと、取得した位置情
報を情報管理提供装置に送信する情報送信ステップを有し、
　情報管理提供装置が、前記携帯通信装置から送信された位置情報を受信する情報受信ス
テップと、受信した位置情報を位置情報蓄積装置に蓄積する情報蓄積ステップと、情報表
示装置からの追跡情報請求があった際に、蓄積した位置情報を位置情報蓄積装置から取り
出し分析する情報分析ステップを有し、該情報分析ステップでは過去の移動位置の履歴と
比較して類似する過去履歴を分析し、過去の類似する位置履歴を抽出することを特徴とす
る追跡情報提供方法。
【請求項４】
　前記情報管理提供装置がさらに、前記情報分析手段にて分析した情報を情報表示装置に
提供する情報提供ステップを有することを特徴とする請求項３記載の追跡情報提供方法。
【請求項５】
　情報管理提供装置に、携帯通信装置から送信された該携帯通信装置の現時点での位置の
位置情報を受信する情報受信ステップと、受信した位置情報を位置情報蓄積装置に蓄積す
る情報蓄積ステップと、情報表示装置からの追跡情報請求があった際に、蓄積した位置情
報を位置情報蓄積装置から取り出し分析する情報分析ステップを実行させ、該情報分析ス
テップでは過去の移動位置の履歴と比較して類似する過去履歴を分析し、過去の類似する
位置履歴を抽出させることを特徴とするプログラム。
【請求項６】
　前記情報管理提供装置にさらに、前記情報分析手段にて分析した情報を情報表示装置に
提供する情報提供ステップを実行させることを特徴とする請求項５記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯通信装置から送信された位置情報を情報管理提供サーバに蓄え、蓄えた
位置情報（過去履歴）を分析して、これから移動する可能性の高い位置(範囲)情報を提供
する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯通信装置から得られた現在の位置情報を表示するか、移動した数箇所の位置情報を
表示することのみがなされている。そのため、人や物を探すためには、移動した場所を追
いかけていくしかないという問題があった。
【０００３】
　関連技術として、消費電力や通信費用を削減するために、通信する大量のデータをいか
に少なくするかで、データを少なくするための予測方法として、現在の移動位置の履歴か
ら次の移動位置を予測し、実際に次の位置に移動した際に、その差異を比較して、比較結
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果を分析することで通信データを少なくする技術が開示されている（例えば、特許文献１
、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００５－３０９５１３号公報
【特許文献２】特開２００４－０８６５５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述の関連技術は、予測した結果がどの方向にどの程度移動するかの次
の位置のみを予測し提示するに過ぎなく、予測した結果が次のみでなく今後の移動位置と
してのどの目的地に移動しようとしているかを予想し提示することが困難であった。
【０００５】
　本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、予測した結果が次のみ
でなく今後の移動位置としてのどの目的地に移動しようとしているかを予想し提示するこ
とができる追跡情報提供システム、追跡情報提供方法およびプログラムを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の追跡情報提供システムは、携帯通信装置は、現時点での位置を取得する位置情
報取得手段と、取得した位置情報を情報管理提供装置に送信する情報送信手段を備え、
　情報管理提供装置は、前記携帯通信装置から送信された位置情報を受信する情報受信手
段と、受信した位置情報を位置情報蓄積装置に蓄積する情報蓄積手段と、情報表示装置か
らの追跡情報請求があった際に、蓄積した位置情報を位置情報蓄積装置から取り出し分析
する情報分析手段を備え、該情報分析手段は過去の移動位置の履歴と比較して類似する過
去履歴を分析し、過去の類似する位置履歴を抽出することを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明の追跡情報提供方法は、携帯通信装置が、現時点での位置を取得する位置
情報取得ステップと、取得した位置情報を情報管理提供装置に送信する情報送信ステップ
を有し、
　情報管理提供装置が、前記携帯通信装置から送信された位置情報を受信する情報受信ス
テップと、受信した位置情報を位置情報蓄積装置に蓄積する情報蓄積ステップと、情報表
示装置からの追跡情報請求があった際に、蓄積した位置情報を位置情報蓄積装置から取り
出し分析する情報分析ステップを有し、該情報分析ステップでは過去の移動位置の履歴と
比較して類似する過去履歴を分析し、過去の類似する位置履歴を抽出することを特徴とす
る。
【０００８】
　また、本発明のプログラムは、情報管理提供装置に、携帯通信装置から送信された該携
帯通信装置の現時点での位置の位置情報を受信する情報受信ステップと、受信した位置情
報を位置情報蓄積装置に蓄積する情報蓄積ステップと、情報表示装置からの追跡情報請求
があった際に、蓄積した位置情報を位置情報蓄積装置から取り出し分析する情報分析ステ
ップを実行させ、該情報分析ステップでは過去の移動位置の履歴と比較して類似する過去
履歴を分析し、過去の類似する位置履歴を抽出させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、予測した結果が次のみでなく今後の移動位置としてのどの目的地に移
動しようとしているかを予想し提示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の第一の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図１に示す
本実施の形態における追跡情報提供システムは、位置情報を受信し通信を行うことができ
る携帯通信装置１と、通信を受信するとともにインターネットなどを通して位置情報を送
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信することができる情報管理提供装置２と、情報管理提供装置２から送信された位置情報
を蓄積することができる位置情報蓄積装置３と、インターネットなどを通して位置情報を
表示することができる情報表示装置４から構成されている。
【００１１】
　携帯通信装置１は、持ち運びが簡単である携帯電話などの通信装置であり、ＧＰＳなど
を活用して現時点での位置情報を取得することができる位置情報取得手段１Ａと、携帯電
波などを活用して取得した位置情報を送信することができる情報送信手段１Ｂを備えてい
る。
【００１２】
　情報管理提供装置２は、位置情報を受信・蓄積・分析するためのサーバコンピュータな
どであり、携帯電波などを活用して送信されてきた位置情報を受信することができる情報
受信手段２Ａと、受信した位置情報をデータベースなどの位置情報蓄積装置３に蓄積する
情報蓄積手段２Ｂと、ＰＣなどの情報表示装置３からインターネットなどを活用して追跡
情報請求があった際に、蓄積した位置情報を分析する情報分析手段２Ｃと、分析した情報
（これから移動する可能性の高い位置(範囲)）を情報表示装置４にインターネットなどを
活用して提供する情報提供手段２Ｄを備えている。
【００１３】
　次に、図１から図１０を参照して本実施の形態の動作について詳細に説明する。
　最初に、位置情報の取得から蓄積について説明する。
【００１４】
　持ち運びが簡単な携帯電話などの携帯通信装置１(図１参照)では、ＧＰＳなどを活用し
て位置情報取得手段１Ａ（図１参照）にて、現時点での位置情報を取得する。取得した位
置情報を情報送信手段１Ｂ（図１参照）にて、携帯の電波などを活用して情報管理提供装
置２（図１参照）に送信する。
【００１５】
　サーバコンピュータなどの情報管理提供装置２では、携帯通信装置１から送信されてき
た位置情報を情報受信手段２Ａ（図1参照）にて受信する。受信した位置情報を情報蓄積
手段２Ｂ（図1参照）にて、データベースなどの位置情報蓄積装置３（図１参照）に蓄積
する。
【００１６】
　上記の位置情報の取得から蓄積までが定期的に繰り返し行われる。例えば、１１月２３
日に図２に示すような位置情報１を取得した場合には、図６に示す日時や住所や住所コー
ドなどのデータがＮｏ．１からＮｏ．５までのように位置情報リストとして位置情報蓄積
装置３に蓄積される。また、１１月３０日に図３のような位置情報２を取得した場合には
、図６のＮｏ．６からＮｏ．１０のように位置情報リストとして蓄積される。さらに、今
回の位置情報履歴（図４参照）も、図６のＮｏ．１１からＮｏ．１４のように位置情報リ
ストとして蓄積される。
【００１７】
　次に、蓄積された位置情報リストから情報分析するまでの処理について説明する。
　利用者が追跡するために、これから移動する可能性のある位置情報の要求をした際には
、ＰＣなどの情報表示装置４（図１参照）からインターネットなどを活用して位置情報提
供装置２に追跡情報要求を行う。位置情報提供装置２は追跡情報要求を受けると（図７－
７Ａ参照）、情報分析手段２Ｃ（図１参照）にて過去の位置情報（図２、図３参照）と今
回の位置情報（図４参照）を位置情報リスト（図６参照）のような形式にて蓄積した位置
情報蓄積装置３（図１参照）から取得し（図７－７Ｂ、７Ｃ参照）、過去の位置情報リス
ト（図６のＮｏ.１～５とＮｏ.６～１０参照）と今回の位置情報リスト（図６のＮｏ.１
１～１４参照）の比較採点を行う（図７－７Ｄ参照）。比較採点の結果から過去の位置情
報リストのうち最も類似した位置情報を判定し（図７－７Ｅ参照）、これから移動する可
能性の高い位置(範囲)情報として、図２のような地図形式にて位置情報表示装置４に追跡
情報を提供する（図７－７Ｆ参照）。
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【００１８】
　上記の位置情報リストの比較採点の処理（図７－７Ｄ参照）を詳細に説明する。
　まず、今回の位置情報リスト（図６のＮｏ.１１～１４参照）から１つの項目（図６の
Ｎｏ.１１参照）を取り出す（図８－８Ａ参照）。
【００１９】
　次に、過去の位置情報リスト（図６のＮｏ.１～５とＮｏ.６～１０参照）から１つの項
目（図６のNo.1参照）を取り出す（図８－８Ｂ参照）。それぞれ取り出された項目の住所
コードまたは住所を比較し採点をつける（図８―８Ｃ参照）。過去の位置情報リスト（図
６のＮｏ.１～５とＮｏ.６～１０参照）から、次の項目（図６のＮｏ.２参照）を取り出
し、比較採点を行う処理を繰り返し行い（図８－８Ｘ参照）、図９に示すように過去の情
報リストの各項目に対する採点が行われる。全ての項目に対して採点が終了した段階で、
各過去の位置情報リストごとに最大値を取り出す（図８－８Ｄ参照）。
【００２０】
　引き続き、今回の位置情報リスト（図６のＮｏ.１１～１４参照）から次の項目（図６
のＮｏ.２参照）を取り出し、過去の位置情報リストの各項目との比較採点を行い、最大
値を取得する処理（図８－８Ｂ～８Ｄ参照）を繰り返し行う（図８－８Ｙ参照）。今回の
位置情報リストの全ての項目に対して、最大値を取得する処理が完了した段階にて、図１
０のＮｏ.１１～１４に示すような点数がつけられ、過去の位置情報リストごとに累計合
計を取得する（図８－８Ｅ参照）。
【００２１】
　この累計合計で最大値となった過去の位置情報リストを最も類似した位置情報と判断し
（図７－７Ｆ参照）、これから移動する可能性の高い位置(範囲)情報として、図２のよう
な地図形式にて位置情報表示装置４に追跡情報を提供する（図７－７Ｆ）。
【００２２】
　また、これから移動する可能性の高い位置(範囲)情報を提供する別の方法として、過去
の位置情報を場所ごとに累計して、図５のように各場所ごとに行った回数を表示する。回
数の多い場所ほど、そこに対象物が存在する可能性がある。
【００２３】
　この方法は、情報分析手段２Ｃ（図１参照）にて、過去の位置情報（図２、図３参照）
と今回の位置情報（図４参照）を位置情報リスト（図６参照）のような形式にて蓄積した
位置情報蓄積装置３（図１参照）から取得し（図７－７Ｂ、７Ｃ参照）、類似する位置情
報をまとめて回数をカウントする。情報提供手段２Ｄ（図１参照）にて、図２のような地
図形式にて位置情報表示装置４に追跡情報を提供する。
【００２４】
　以上のように、以前に行った場所の位置情報を活用して、次に行く箇所を提供すること
ができるため、先回りして探しだすことができるようになり、より早く対象物を探し出す
ことができる効果がある。
　特に、少しの時間でも重要となっている緊急時には、効果がある。
【００２５】
　また、過去履歴を参照して、対象物が移動した最も多い場所の順位を提示することによ
り、どのように物が紛失しているかが判断できるため、工場などでの物紛失対策を行える
効果がある。
【００２６】
　なお、上述する各実施の形態は、本発明の好適な実施の形態であり、本発明の要旨を逸
脱しない範囲内において種々変更実施が可能である。例えば、携帯通信装置１および情報
管理提供装置２の機能を実現するためのプログラムを各装置に読込ませて実行することに
より各装置の機能を実現する処理を行ってもよい。さらに、そのプログラムは、コンピュ
ータ読み取り可能な記録媒体であるＣＤ－ＲＯＭまたは光磁気ディスクなどを介して、ま
たは伝送媒体であるインターネット、電話回線などを介して伝送波により他のコンピュー
タシステムに伝送されてもよい。また、各装置の機能が他の装置によりまとめて実現され
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たり、追加の装置により機能が分散されて実現される形態も本発明の範囲内である。本発
明によれば、徘徊することがある人や迷子になった犬を探しだすといった用途に適用でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施の形態に係るシステム構成を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る過去の位置情報の一例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る過去の位置情報の一例を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る今回の位置情報の一例を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る過去の位置情報の累計数を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る位置情報リストの例を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る追跡情報の分析処理を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態に係る比較採点詳細処理を示す図である。
【図９】本発明の実施の形態に係る過去と今回の項目ごとの比較採点を示す図である。
【図１０】本発明の実施の形態に係る過去リストと今回リストの比較結果を示す図である
。
【符号の説明】
【００２８】
　１　　携帯通信装置
　２　　情報管理提供装置
　３　　位置情報蓄積装置
　４　　情報表示装置
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